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（２）介護人材の確保

　現役世代（担い手）が減少していく社会において、より多くの人材を介護労働に引き付けるた
めには、同業他社だけでなく、異業種との人材獲得競争を勝ち抜く必要があり、介護の仕事の魅
力を発信して、介護労働のイメージを変えていくことが重要になるといえます。
　一方で、厚生労働省は、『2040年を展望し、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現を目指す』
としており、政策課題として「多様な就労・社会参加」「健康寿命の延伸」「医療・福祉サービス改革」
の３つをあげました。この中で「多様な就労・社会参加」「医療・福祉サービス改革」については、
介護事業所が国と一体となって取り組む課題であるといえます。

ア　多様な就労・社会参加に向けた取り組み
　高齢化の一層の進展、現役世代の急減に対応し、我が国の成長力を確保するためにも、よ
り多くの人が意欲や能力に応じた社会の担い手としてより長く活躍できるよう、高齢者をは
じめとした多様な就労・社会参加を促す取り組みを推進するとしています。雇用・年金制度
改革等については、70歳までの就業機会の確保、就職氷河期世代の方々の活躍の場を更に広
げるための支援、中途採用の拡大、地域共生・地域の支え合い等が政策課題として挙げられ
ています。
　なお、当センターが介護事業所を対象に実施した介護労働実態調査では、図表３のとおり、
65歳以上の介護労働者の割合は8.0％（8.5％）で、60歳以上65歳未満と合わせると19.1％（18.4％）
と全体の２割弱になることがわかりました。
【図表３】介護労働者の年齢構成
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イ　医療・福祉サービス改革に向けた取り組み
　2025年以降、現役世代（担い手）の減少が一層進む中で、「ロボット・AI・ICT 等の実用化
の促進」「経営の大規模化・協同化」「組織マネジメント改革」「シニア人材の活用推進」等の
取り組み（※３）が期待されています。例えば具体的に例を挙げると、介護施設における専門職
と介護助手等の業務分担の推進、オンラインによる服薬指導、文書量削減に向けた取り組み、
業務効率化に向けたガイドラインの作成、法人同士の経営統合などです。いずれも生産性向
上を図ることにより、必要かつ適切な医療・福祉サービスが確実に提供される現場を実現す
ることが求められています。
　なお、当センターが介護事業所を対象に実施した介護労働実態調査では、図表４のとおり、
既に多くの事業所で介護ロボット、ICT機器等を導入されており、「業務負担の軽減」や「介
護の質の向上」、更には「職員の意識改革」や「ムダな業務の廃止・簡素化」など、導入され
た事業所の一部では生産性の向上の取り組みが進んでいることがわかります。

【図表４】介護ロボット、ICT機器等の導入・利用状況（日常的に利用しているもの）及び導入効果等

■利用状況（日常的に使用している事業所の割合）� （単位：％）
日常的に使用している機能、設備等 全国 滋賀

パソコンによって利用
する介護ソフト

利用者情報（ケア記録・ケアプラン等）の入力・保存・転記の機能 66.2 60.7
シフト管理・勤怠管理・給与計算・配車管理等の機能 40.2 38.3
職員間での報告・連絡・相談を行うためのグループウェアの機能 32.5 34.6
入力した音声を文章（テキスト）に変える機能 7.7 7.5
その他（各種介護ロボット間のデータ収集・蓄積・利用の一元処理機能など） 22.9 16.8

介護業務用のアプリが
入ったタブレット端末・
スマートフォン

利用者情報（ケア記録・ケアプラン等）の入力の機能 43.3 39.3
他の職員との間で業務連絡できる機能 31.2 34.6
入力した音声を文章（テキスト）に変える機能 10.5 10.3

施設の居室内に設置す
る見守りセンサー

ベッドセンサー（マット型・内蔵型） 19.7 21.5
カメラ型センサー 5.0 6.5
その他のセンサー（天井・壁・机上・床・ドア・便器等に設置するカメラ型以外） 11.4 12.1

その他のICT機器等
施設内の無線ナースコール機器 25.3 21.5
インカム、ネックスピーカー 4.5 9.3
施設内のICT機器同士の通信のためのWi-Fi設備 50.6 47.7

介護ロボット

移乗を支援する介護ロボット（マッスルスーツなど） 1.4 4.7
利用者の移動を支援する介護ロボット 1.2 4.7
入浴を支援する介護ロボット 2.2 4.7
その他の介護ロボット（排泄支援、利用者との双方向コミュニケーション等） 0.9 0.0

■導入効果� （単位：％）
全国 滋賀

昼間の業務負担の軽減 32.7 36.7
夜間の業務負担の軽減 22.2 24.3
勤務時間（残業など）の短縮 23.4 25.5
業務の活性化 24.7 27.8
介護の質の向上 20.8 28.9

■主な業務改善内容� （単位：％）
全国 滋賀

業務に関する職員の意識改革 18.1 23.4
ムダな業務や手順を洗い出して廃止・簡素化 20.3 21.5
各職員の業務分担を明確化 16.3 15.9
業務を全員が同じようにできるよう少しずつ分担 15.9 13.1
適材適所で各職員ごとに担当業務を見直し 13.7 13.1
業務の手順・流れ（オペレーション）自体の見直し 14.3 14.0

03



（３）介護現場における主な課題

〖課題1-1〗直前職（介護関係の仕事）を辞めた理由（滋賀県、上位３位まで　複数回答）
　１位：職場の人間関係に問題があった（21.9％）
　１位：法人や施設・事業所の理念や運営のあり方に不満があった（21.9％）
　３位：収入が少なかった（17.1％）

〖課題1-2〗上記「職場の人間関係に問題があった」理由の詳細（滋賀県、上位３位まで　複数回答）
　１位：上司の思いやりのない言動、きつい指導、パワハラなどがあった（65.2％）
　２位：仕事上の課題に関する上司や同僚との意思疎通等がうまくいかなかった（43.5％）
　３位：�上司の管理能力が低い、業務指示が不明瞭、リーダーシップがなく信頼できなかった

（34.8％）
　３位：同僚の言動（きつい言い方、悪口、嫌み、嫌がらせなど）でストレスがあった（34.8％）

〖課題1-3〗上記「法人や施設・事業所の理念や運営のあり方に不満があった」理由の詳細
（滋賀県、上位３位まで　複数回答）

　１位：経営の効率性やリスクを過度に重視、介護の質の向上の取り組みが二の次（39.1％）
　２位：法人や施設・事業所の理念自体に共感できなかった（34.8％）
　２位：仕事の仕方に関する職員の提案を管理者が聞いてくれなかった（34.8％）

〖課題２〗職場での人間関係等の悩み、不満等（滋賀県、上位３位まで　複数回答）
　１位：部下・後輩の指導が難しい（21.0％）
　２位：ケアの方法等について意見交換が不十分である（17.1％）
　３位：自分と合わない上司や同僚がいる（16.3％）
　３位：経営層や上司等の管理能力が低い、業務の指示が不明確、不十分である（16.3％）

〖課題３〗ハラスメントの実態
　　　【図表５】職場および利用者やその家族からのカスタマーハラスメント（複数回答）

職　　場 利用者等

精神的な攻擊
（★１）

個の侵害
（★２）

過大な要求
（★3）

暴言
（★４）

介護保険以外
のサービスを
求められた

セクハラ
（★５）

滋賀 5.6% 4.4% 3.2% 23.8% 16.3% 13.1%
全国 7.4% 3.7% 4.0% 21.6% 16.9%   7.6%

★１：脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言
★２：私的なことに過度に立ち入る
★３：業務上明らかに不要なこと、遂行不可能なことの強制、仕事の妨害

★４：直接的な言葉の暴力
★５：性的嫌がらせ
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（４）雇用管理改善のための滋賀独自の支援事業

　本書では「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業」（対象15事業所・滋賀労
働局）における好事例を後ほど紹介していますが、それ以外に県内の地方公共団体からの委託で
雇用管理改善のための支援事業も実施しています。代表的な支援事業は次のとおりです。
◇「介護職員等処遇改善加算等の取得促進支援事業」（対象30事業所・滋賀県）
◇「福祉・介護職員処遇改善加算等取得促進事業」（対象40事業所・滋賀県）

※１　介護労働安定センター 令和５年度介護労働実態調査『事業所における介護労働実態調査結果報告書』
※２　介護労働安定センター 令和５年度介護労働実態調査『介護労働者の就業実態と就業意識調査結果報告書』
※３　厚生労働省「第２回　2040年を展望した社会保障・働き方改革本部／資料」
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　令和６年度の滋賀労働局委託事業「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業」
では、介護事業所の雇用管理改善に関する諸課題に対応すべく、雇用管理改善に積極的に取り組ま 
れようとされている15事業所を対象に相談支援を実施しました。さらに、地域ネットワーク・ 
コミュニティを構築し、構成事業所相互の経験や知識を共有し効果的に雇用管理改善に取り組む 
勉強会を開催しました。

（１）地域ネットワーク・コミュニティの構築

　「地域ネットワーク・コミュニティ」とは、事業所の地理的な地域性を踏まえた連携、同種の 
介護サービスを提供する事業所の連携及び包括的に介護サービスを提供する事業所の連携等 
により構築するもので、これら連携した介護事業所が集まって行う勉強会などをとおして、相互
に経験や知識を共有し効果的に雇用管理改善に取り組むことを目的としています。
　一つ目は、個別相談支援の取り組みです。構成事業所を事前に巡回し施設長等との対面ヒアリ
ングやCHECK＆ACTION 25の雇用管理改善チェックリストによる現状把握を行い、洗い出され
た事業所特有の雇用管理課題に対して、社会保険労務士・中小企業診断士や理学療法士等の雇用
管理改善の専門家と連携しながら、個々の事業所の状況に合わせた個別相談支援を実施しました。
二つ目は、地域ネットワーク・コミュニティ勉強会の取り組みです。介護業界共通のテーマを 
設定した講演会や構成事業所間の課題や取り組み方等の情報交換を行うために地域ネットワーク・
コミュニティ勉強会を開催しました。三つ目は、経験交流会の取り組みです。構成事業所だけで
なく一般の介護事業所にも参加いただき、雇用管理改善の導入事例や効果的な方策を広く普及・
啓発するためと介護経営について学んでいただくために著名人を講師に招き経験交流会を開催し
ました。

（２）地域ネットワーク・コミュニティ取り組みの効果

　一つ目の個別相談支援の効果としては、〈表１〉の事業所特有の課題に対して、具体的な雇用
管理改善制度を提案し、多くの事業所が導入を決定するなどお役立ちの評価を得ることができま 
した。

〈表１〉事業所の課題
No. 事業区分 課　題
１ 通所介護 ・サブリーダーの役割、人の扱い方・教え方
２ 通所介護 ・運営規程・重要事項説明書の改定、就業規則の見直し
３ 介護老人福祉施設 ・リーダー層と施設長との情報共有、ＩＣＴ活用で業務の効率化

介護分野における人材確保のための
雇用管理改善推進事業（滋賀支部の取り組み）2
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No. 事業区分 課　題
４ 介護老人福祉施設 ・仕事の教え方、業務の改善（作業分析）
５ 小規模多機能型居宅介護 ・腰痛対策とサービスの向上に向けたノーリフティングケア
６ 通所介護・訪問介護 ・新処遇改善加算に関わる新たな改善要件と評価・配分
７ 放課後デイサービス ・カメラネットワークの導入による作業療法等の生産性向上
８ 通所リハビリ ・キャリアパスの改定、キャリアアップ助成金の活用
９ 訪問介護 ・時間外労働削減のための変形労働時間制の導入
10 入所介護 ・評価制度改定の課題、ハラスメントマニュアルの整備
11 共同作業所 ・賃金規程の見直し、研修制度の導入、就業規則の見直し
12 通所介護 ・新処遇改善加算に伴う評価・賃金制度の改定
13 居宅介護 ・居宅事業の起業にあたって労働条件の整備、関連施設の活用
14 訪問介護 ・新処遇改善加算に伴う評価と配分の見直し
15 小規模多機能型居宅介護 ・介護業務の分析と対策、定着人材の確保

　二つ目の地域ネットワーク・コミュニティ勉強会は、今年度は、「介護ロボットの導入やＩＣＴ機
器の活用」と「介護サービス事故へのリスクマネジメント」をテーマに開催しました。
　人材確保が極めて困難な状況の中では、介護ロ
ボットやＩＣＴ機器の活用で労働力の補完や生産性
を向上させる取り組みは不可欠な施策と言えます。
勉強会では、介護ロボットの導入やＩＣＴ機器の活用
には十分な事前の準備と計画（課題の洗出し～原
因の追究～施策の計画～実行）が必要で、そのス
テップと改善事例を学ぶことができました。（右図）

　また、介護サービス中の事故に対しては、
事故で求められることと事故で求められる
義務や求められる責任について学ぶことが
できました。グループワークでは、各々の
事故事例や対応について意見交換し共通の
認識を持つことができました。（左図）
　三つ目の経験交流会では、二つの事業所
から雇用管理改善の取組について発表して

いただきました。一つ目の事業所は、現場課題への対処について同法人内のサブリーダーによる
討議により最適な対策案を導くプロセスについて発表され、二つ目の事業所は、腰痛対策と職員
と利用者双方にとって安全で安心な、しかも生産性向上のケアの一つであるノーリフティングケ
アについて発表いただきました。また、介護経営を安定させるための「お客様」・「人材」の増や
し方をテーマに取り組み事例も取り入れた基調講演を開催しました。

準備（Ｐ）が８割
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雇用管理改善推進支援ツールの紹介

介護の雇用管理改善
CHECK & ACTION 25

　本書は「働きやすい・働きがいのある職場づくり」に実際に役立つツールとして

開発されたものであり、雇用管理の改善を行うための25のチェックリストから事

業所の雇用管理が必要と思われる各チェックポイントが階層的に分析できるように

なっております。また、各チェックポイント解説については、取り組みの過程から

改善のプロセスが見える形となっており、どのように雇用管理の改善に取り組めば

良いか、具体的に理解できるように工夫されております。介護事業所の人材の確保・

定着に向けた雇用管理改善を進めるためのヒントとなることを期待しております。

なお、本書の詳細につきましては、お近くの介護労働安定センター支部にお問い合

わせください。
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介護の雇用管理改善CHECK&ACTION 25
雇用管理改善チェックリスト

〈自法人・事業所の雇用管理状況をチェックしてみましょう!〉

A 情報共有・コミュニケーション

あ
て
は
ま
る

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

あ
て
は
ま
る

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

あ
て
は
ま
ら
な
い

あ
て
は
ま
ら
な
い

1 理念、方針、ビジョンを職員に対し周知・徹底している 4 3 2 1
2 年度事業計画と目標を職員に明確に示している 4 3 2 1
3 記録・報告、ミーティング等で、利用者等に関する情報の共有を徹底している 4 3 2 1
4 自法人・事業所を取り巻く環境や今後の課題について話し合う機会を設けている 4 3 2 1
5 現場からのアイデアや意見・提案を吸い上げる機会を設けている 4 3 2 1

B 労務管理
6 業務の見直しやICTの導入等により、勤務時間や仕事内容で過重な負担を強いない
ようにしている 4 3 2 1

7 職員が子育てや介護、病気の治療などをしながらでも仕事を続けられる支援を行っ
ている 4 3 2 1

8 パワハラ・セクハラの予防・解決に向けた取り組みを行っている 4 3 2 1
9 相談窓口を設置するなどして職員の不満・不安を聞く機会を設けている 4 3 2 1
10 職員一人ひとりの心身の健康に配慮する取り組みを行っている 4 3 2 1

C 評価・報酬
11 一人ひとりの果たすべき役割や目標について話し合いを行っている 4 3 2 1
12 評価基準を示し、仕事ぶりや能力について面談によるフィードバックを行っている 4 3 2 1
13 仕事ぶりや能力などの評価を踏まえ、何らかの処遇改善につなげている 4 3 2 1
14 人事制度を実態に合った制度とするため、適宜検討や見直しを行いながら運用している 4 3 2 1
15 賃金の決め方・上げ方をルール化し、明確に示している 4 3 2 1

D 人材採用・育成
16 自法人・事業所の現状分析をもとに、必要な人材の募集・採用を行っている 4 3 2 1
17 魅力ある職場づくりを行い、求職者に適切な方法で発信している 4 3 2 1
18 研修体制の整備や自己啓発支援などを通じ、職員のスキルアップを図っている 4 3 2 1
19 新人・リーダー・管理職などの階層に応じた教育を体系的に行っている 4 3 2 1
20 将来のキャリアについて、支援やアドバイスを行っている 4 3 2 1

E 職場環境・組織風土
21 多様化・複雑化する介護ニーズにチームで対応している 4 3 2 1
22 有給休暇の取得促進に向けた体制を明確化し、取得しやすい環境を整備している 4 3 2 1
23 高齢者をはじめ多様な人材が活躍できる職場を整備している 4 3 2 1
24 利用者や利用者家族からのクレームや過度な要求には組織で対応している 4 3 2 1
25 主体性を尊重し、仕事を任せ、それを支援する組織風土がある 4 3 2 1
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雇用管理改善サポーターによる
相談支援〈取り組み事例紹介〉3

　雇用管理改善の専門家である社会保険労務士、中小企業診断士や理学療
法士等が、雇用管理改善サポーターとして介護事業所を訪問し、それぞれ
の事業所の状況や課題に応じて雇用管理改善の取り組みを支援しました。
　その代表的な取り組み事例を紹介します。
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取り組みに至る背景（事業所が抱える課題）
　事業所は３拠点あり、各拠点に管理者１名、副管理者１名が配置されています。しかし、そのうち
の１拠点では副管理者が不在で、候補者がいる状態です。副管理者が部下への接し方や指導方法に困
難を感じており、リーダーとしての役割を十分に発揮できていないことが課題でした。これを受け、
副管理者３名に対するリーダー研修の実施が決定されました。

取り組みのポイント
　副管理者が「部下を通じて成果を上げる」という管理職の役割を理解し、マネジメントの基本を学
ぶことを目的としました。TWI※１の「人の扱い方（JR）」を活用し、問題解決力を養成。現場の具体
的な課題を題材にしたケーススタディを通じて実践的な解決策を検討しました。また、グループディ
スカッションにより意見共有と課題整理を行い、解決の糸口を見つける場を提供しました。

取り組み内容
①　管理職の定義と役割を学ぶ
　�　管理職とは「人を預かり指図をする立場」であり、部下を通じて成果を上げることが役割である

ことを学んでいただきました。
②　TWI-JR※２の基本心得を説明　　
　�　良好な人間関係を築くための基礎と、職場の問題解決のための４段階プロセス（事実を掴む→考

えて決める→処置を取る→あとを確かめる）を解説しました。
③　事例を通じた実践的な演習（ケーススタディ）
　�　現場で困っている事例について４段階プロセスを使って実践演習を行い、有効的な解決策を導き

出しました。

取り組み後の感想
　参加者の声としては、「自分で人に関する学びを深められた。」「管理者任せにしていた部分を、自
分ごととして考えられるようになった。」「相談しにくいと感じていたが、研修を通じて解決策を見つ
けられた。」というフィードバックをいただきました。また、現場では、グループディスカッション
により問題の整理が進み、具体的なアクションプランを立てることができました。この取り組みを通
じて、副管理者がリーダーとしての役割を理解し、実践に活かすための基盤を築くことができると確
信しました。

※１　TWI（Training Within Industry）職場の指導者や監督者向けの訓練や研修
※２　人の扱い方（Job Relations）

事例 1 副管理者の課題解決力とマネジメント向上

事業所概要 地域 草津市

・介護サービスの種類：デイサービス ・事業開始年月：2001年10月
・従業員数：４人（内、非正規１人） ・併設サービス：なし
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取り組みに至る背景（事業所が抱える課題）
　子供たちのため、より良い“療育”のため「作業療法士による診断」という新たな制度を導入した
かったが、担当の作業療法士が大阪にいるため、リモートで診断可能な仕組みが必要であった。
　また、現在の事業所に加えて、今後予定している新事業所を含めると４つの事業所となり、さらに
増える「事業所間の移動」という負荷を少しでも減らしたいという要望がありました。

取り組みのポイント
　作業療法士による診断は、子供たちの大体の様子が分かれば良いとのことでした。
　また、事業所間の「移動理由」を確認したところ、現場の状況が分からないため責任者が移動する
ことが多いとのことでした。そこで現地に行かなくてもリモートで状況が分かる「見守りカメラ」を
採用することにしました。その結果、移動の負荷を下げるだけでなく、他の作業をすることが出来る
ようになり生産性も向上しました。その上、責任者が自ら調達・設置することで、低コストで実現で
きます。

取り組み内容
　各事業所で間取りが異なるため、まずは写真を撮って図面を作成し、死角を無くすため設置場所を
検討した（複数の見守りカメラが必要な事業所もあった）。そして並行して技術的仕様（解像度、ネッ
トワーク環境）などの検討を進めました。その上でトライアルを実施しました。やはり実際に試して
みる方が確実なためです。ある事業所に見守りカメラを設置し、本社ＰＣからリモートで当該事業所
の状況を確認できるようにしました。またスマホ（アプリ）を使って大阪の作業療法士からも確認で
きるようになりました。

取り組み後の感想
　設置・導入した責任者は、一般的な方よりもＩＴ知識がある方かもしれない。しかし、「何とかなる
だろう」という安易な考えで、誰にも相談せずに進めた結果（検討が十分でなかったため）、今回の
依頼になったと思われます。結果的には一人で進めることの問題やリスクがあることを理解していた
だき、「ICT委員会」を設置してくれたことが嬉しく思いました。なお、今後は関係者で話し合い、優
先度を付けて、他事業所にも見守りカメラを設置していく予定とのことです。

事例 ２ 移動負荷の低減、生産性の向上につながるICT活用（見守りカメラの導入）

事業所概要 地域 彦根市

・介護サービスの種類：放課後デイサービス ・事業開始年月：2025年６月予定
・従業員数：18人（内、非正規11人） ・併設サービス：なし
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取り組みに至る背景（事業所が抱える課題）
　事業主より、半日単位の年次有給休暇の運用についての悩みを相談され、適正な就業規則の見直し
が求められました。また、介護報酬改定に関する新たな処遇改善加算金の分配を含めた給与規定の見
直しについても相談を求められました。

取り組みのポイント
①�　半日単位の年次有給休暇取得時の就業時間延長に対する運用を反映した就業規則の改定について

アドバイスを行うこととしました。
②�　また、就業規則の周知義務等について、労働基準法の解説をしながら事業主としての義務を理解

していただくことにしました。
③�　処遇改善加算の改定に伴う支給額の決め方と新たな配分について同一労働同一基準の観点から適

正な給与規定の改定をアドバイスすることとしました。

取り組み内容
①　半日単位の年次有給休暇の運用について
　�　具体的には、当初のシフトで半日有給としていた日について、その日の終業時間が延長した場合

の取り扱いについて悩まれていたので、実務的には、延長した時間については時間外労働の対象と
して別途賃金が発生するため、支払うようアドバイスしました。

　�　また、労働者にはこのような運用について理解させる必要があるため、その手段として就業規則
での取り決めと、それを従業員に伝える重要性を伝えました。

②　周知義務について
　�　実際の就業規則の運用において、事業所には、労働基準法に基づく「周知義務」が生じる。（参

考：労働基準法第106条　就業規則は、各作業所の見やすい場所への掲示、備え付け、書面の交付
など によって労働者に周知しなければならない）。しかし、実務においては、「労働者が知りたいこ
と、規則がなければ労働者からの不信に繋がるもの」が従業員に伝わっていることが重要となるこ
とから、その点を中心に就業規則を確認し、アドバイスしました。

③　新処遇改善加算の配分と手当の考え方について
　�　給与規定の見直しでは、本年度の処遇改善加算制度の改定への対応を含めた取り組みをアドバイ

スしました。具体的には、毎月の処遇改善加算金を支給する上での支給額の決め方と規定方法につ
いて、事業所の実態に合った手当の考え方と水準等についてアドバイスしました。給与の分配につ
いては、同一労働同一賃金における評価ロジックについてアドバイスしました。

取り組み後の感想
　経営者を中心に人事労務運営されておられる中で、事業所を取り巻く課題も含めた外部状況の把握、
事業所自身の内部課題を認識されており、その上で今後の経営における不安定要素の解消を目指した
事業展開や他社との差別化を意識しながら取り組まれている。だからこそ、自社が求める貢献の確認、
その貢献を評価する評価方法に取り組まれている。過去に比べて業務内容が深くなっている中でも、
事業所として目指す目標・信念を大切に、それにおける従業員個々の役割を整理されることで、高い
実現性ある取り組みをされていると認識しました。

事例 ３ 新処遇改善加算対応含む給与規定の見直しと就業規則の見直し

事業所概要 地域 大津市

・介護サービスの種類：地域密着通所介護 ・事業開始年月：2020年８月
・従業員数：16人（内、非正規15人） ・併設サービス：なし
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取り組みに至る背景（事業所が抱える課題）
　今のシフト形態では時間外労働が多く（月平均34H）、しかも利用者が増加しているためさらに増加
することが見込まれるため、事業主から時間外労働の削減について相談がありました。また、最近の
人事労務課題と法律改定に対応できる就業規則・給与規程であるか、について確認し改善点を教えて
ほしいとのことでした。

取り組みのポイント
①�　勤務シフトの拘束時間・実労働時間と利用者の支援要望の時間帯から時間外労働の増加要因を明

らかにし、１か月単位の変形労働時間制の導入を提案することとしました。
②�　変形労働時間制の導入に基づく協定と法改正に伴う就業規則改定のアドバイスを行うこととしました。
③�　処遇改善加算金の毎月支給に伴う変更に応じた評価と配分についてアドバイスすることとしました。

取り組み内容
①変形労働時間制勤務の導入について
　・�給与計算や従業員の働き方を確認した上で、１か月単位の変形労働時間制勤務の導入により時間

外労働の削減効果が得られることを提案しました。従業員にこの制度のメリット、デメリットを
伝え、同意を得て導入することになりました。

　・実際の変形労働時間制の勤務シフトにおいては、
　　１）�訪問介護事業において、利用者支援が重なる時間帯（朝、夕方）、２）ニーズが多いが支援

する事業所が少ない時間帯（早朝、夜）に如何に支援ができるか。
　　２）�また比較的ニーズが少なくなる日中の時間帯の活用方法は、事業の収益化、生産性向上にお

ける重要な要素である。
　以上のことを念頭に事業所の現状の訪問スケジュールを確認し、状況に応じて支援時間の変更が可
能かなどのヒアリングを行い、想定できるシフトを作成するよう提案しました。
　・�結果として、それほど大きな支援時間の変更は必要ではないが、１か月単位の変形労働時間制の

導入により時間外労働の大幅な削減に繋げることになりました。
　・�削減できた時間外労働手当分の一部は、賞与として職員へ還元されることで結果的に雇用環境の

改善が実現できました。
②　就業規則の見直しについて
　�　育児介護休業規定については、短時間勤務措置の見直し、ハラスメント規定ではカスタマーハラ

スメントについて改善をアドバイスしました。
③　給与規程の見直しについて
　�　介護事業所においては、給与の支給において、「事業所の収入」と「従業員への支給」の双方が、

それぞれの意味を共有することで理解しあえる給与運用に繋げられる事を伝えました。
　�　処遇改善加算金の支給については、その支給根拠として、実際の支援での実績と勤務状況、勤務

における役割、責任を評価し支給額を定める事を提案しました。

取り組み後の感想
　自社を取り巻く課題について、明確に認識され、改善意欲も高く取り組まれています。従業員の感
情を勘案した雇用環境の実現を大切にされておられている印象を受けました。法改正や制度改正、労
働者の価値観の変化が進む時代において、「自社として大切にすること」の軸がしっかりしており人
事労務課題を柔軟に対処できる意識を持って頂ける事業所であると考えます。

事例 ４ １か月単位の変形労働時間制導入による時間外労働の削減

事業所概要 地域 守山市

・介護サービスの種類：訪問介護 ・事業開始年月：2022年７月
・従業員数：５人（内、非正規０人） ・併設サービス：なし
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取り組みに至る背景（事業所が抱える課題）
　近年、介護人材の不足や職員の腰痛が大きな問題となっていることから労働安全衛生の観点で、職
員が健康で安全に働ける職場づくりを目的に、ノーリフティングケアの講習を希望されました。

取り組みのポイント
　ノーリフティングケアの目的である、職員の腰痛予防は、単に技術研修の実施や福祉用具を導入す
るだけでは実現されません。組織内において、腰痛を引き起こしやすいリスクをアセスメントする必
要があります。今回は、ノーリフティングケア導入のための基本知識と現在使用されている福祉用具
の使い方についてサポートすることとしました。

取り組み内容
①�　ノーリフティングケアの基本について、保健衛生業において腰痛者の数が増加しており、厚労省

が発表している「職場における腰痛予防対策指針」に取り組まなければ働き手が減ってしまう現状
にある事を伝えしました。

②�　実技においては、腰痛を発生させないための身体の使い方と利用者の座位姿勢と臥位姿勢を体験
していただき、無理やりなケアでは利用者はどのような気持ちなのかその体験を通じてアドバイス
しました。その後、施設で使用されているスライディングシート・ボード・グローブ・スタンディ
ングリフトの特性を生かした効果的な使用方法を実技指導しました。

取り組み後の感想
　施設の中に、福祉用具は揃っているものの、誰にどのように福祉用具を使用するのか統一されてい
なく、職員の数が少ない事から時間に追われ福祉用具を活用できていない印象を受けました。ノーリ
フティングケアを行う事で、職員と利用者双方にとって負担が少ないケアであるということを認識し
ていただければ、今回支援させていただいた意味は大きかったのではないかと思います。

事例 ５ 腰痛予防と安全で安心なサービスの提供～ノーリフティングケア～

事業所概要 地域 草津市

・介護サービスの種類：小規模多機能型居宅介護事業所
・事業開始年月：2003年11月
・従業員数：21人（内、非正規14人） ・併設サービス：なし
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取り組みに至る背景（事業所が抱える課題）
　課長・リーダー・サブリーダー等(以下、リーダー職)の部下指導や仕事の進め方等自立した人材に
育成したいとの相談がありました。

取り組みのポイント
　リーダー職とのヒアリングを実施したところ、個人的な能力や資質に課題があるのではなく、人手
不足のため時間的余裕が確保できず、一般職の業務や事故回避の業務が多忙で、結果的に部下指導・
外部研修やリーダー間の情報共有ができない実態が浮き彫りになりました。
　したがって、現状の業務の洗出しと対策により、時間の確保を優先に取り組みことにしました。

取り組み内容
①　業務の洗出し
　�　現状の仕事内容を整理しました。次に要不要を判断し、必要な業務については、正規職員と非正

規職員（時間パート）の担当を明確にするよう検討を進めました。また、雇用管理改善チェックリ
ストによりその他の課題の洗出しを行いました。

②　最優先にリーダー職間及び所内の情報共有を
　�　ICTツールの活用を提案し、滋賀県の助成金を活用してインカムの導入を検討しました。仕様に

ついては、リーダー職のインカム経験者の意見を尊重し所長を巻き込んだ検討会を開催し決定する
ようアドバイスしました。

③　インカムのスムーズな活用のためのマニュアル作成
　�　インカム導入による生産性向上効果を促進するため、日常職員間の連絡・確認に時間を取られて

いるケースを出し合い、インカムが職員間のスムーズな連絡・確認ツールとなるようケース毎の使
用ルール書（マニュアル）を作成しました。その後、無事県の補助金が活用でき、導入することが
できました。

取り組み後の感想
　取り組みの初期段階でリーダー職とのヒアリングを実施できたことで、事業所の潜在的な課題を浮
き彫りにすることが出来、人手不足の中生産性を向上していくためICT導入へという流れが自然にで
きたこと、リーダー職の方々がインカム導入に期待をしながら前向きに取り組んでくださったことが
とても好印象でした。今後は仕事の流れがよくなり、リーダー職の方々も部下指導等に積極的に取り
組んでいただく時間が出来るようになることを期待しています。

事例 ６ リーダー間の業務の洗出しから導き出されたICT活用による効率化

事業所概要 地域 長浜市

・介護サービスの種類：介護老人福祉施設
・事業開始年月：2014年４月　　・従業員数：51人（内、非正規34人）
・併設サービス：特定施設入居者生活介護事業所
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■（公財）介護労働安定センター　ホームページ
https://www.kaigo-center.or.jp/

■（公財）介護労働安定センター滋賀支部　ホームページ
https://www.kaigo-center.or.jp/shibu/shiga/index.html

■厚生労働省　介護現場におけるハラスメント対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html

■厚生労働省　キャリアアップ助成金
　・�有期雇用労働者等のいわゆる非正規雇用の労働者を正社員化し、処遇改善の
取組みを検討

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

雇用管理改善の推進に関する
参考資料の紹介

■厚生労働省　65歳超雇用推進助成金
　・65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等を検討
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html

■厚生労働省　ストレス対策
　・ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策や過重労働対策について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html

　・５分でできる職場のセルフストレスチェック「こころの耳」
https://kokoro.mhlw.go.jp/check/

■独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構（JEED）　滋賀支部
　・�各都道府県各支部において、高年齢者の雇用に関する相談・援助、高年齢者、
障害者雇用に関する助成金の受付、障害者雇用納付金の申告申請などの支
援、職業能力開発の支援を行っている
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/shiga/25_noukai.html

巻末
資料
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令和６年度 滋賀労働局委託事業
介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業

公益財団法人　介護労働安定センター　滋賀支部
〒520-0043　大津市中央３丁目1-8　大津第一生命ビル10階

TEL 077－527－2029 　FAX 077－527－2039
https://www.kaigo-center.or.jp/shibu/shiga/index.html

委員長 浜　田　真　妃 華頂社会福祉専門学校　介護福祉科　専任教員

委　員 藤　居　　　眞 滋賀県老人福祉施設協議会　顧問

委　員 山　田　真由子 山田真由子社会保険労務士事務所　代表

委　員 白　谷　　　均 公益財団法人介護労働安定センター　滋賀支部長

雇用管理改善企画委員会（敬称略）






